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業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）及びその運用状況の概要

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正
を確保するための体制に関しまして、取締役会において以下のとおり決議しております。

〈内部統制システムの構築・運用に関する基本方針〉

①当社及び当社の子会社からなる企業集団（以下、阪和興業グループという。）の取締役、執行役員及
び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．社是・社訓等当社企業理念に基づき阪和興業グループの企業倫理規範、企業倫理行動基準等を制
定する。

ロ．当社はコンプライアンス委員会を設置し、同委員会はコンプライアンス・マニュアルを原則とし
て阪和興業グループの全役職員に対して、いつでも閲覧可能な状態に供し、内容の周知徹底を図
りその実効性を確保する。

ハ．阪和興業グループの全役職員を対象とするコンプライアンスに関する相談窓口（コンプライアン
ス委員、社外取締役及び社外弁護士）を設け、問題発生の際の直接通報制度を確保するととも
に、係る報告をしたことを理由として情報提供者が不利な取扱いを受けないことを保障する。ま
た、不適切な事態に陥った際には、社会に対して迅速かつ的確な情報開示と説明義務の遂行を果
たすとともに、徹底した原因究明と再発防止に努める。

二．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、警察等と連携し毅然とした態度
で臨み、断固としてこれらとの関係を遮断する。

②当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．当社は取締役の職務執行に係る情報を適正に書面又は電子文書（以下、文書という。）に記録し、
法令及び当社の定める文書管理規則に基づき保存及び管理する。

ロ．文書事務責任者は保存文書の紛失・破損等に留意し、必要な場合は施錠等（パスワード等による
アクセス制限を含む。）により、適正に管理する。

③阪和興業グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．当社の取締役、執行役員、理事、各部門長及び子会社の社長は審査部と連携し、各担当部署及び
各子会社に与信管理規程及び営業部門業務規程の適正な運用を周知徹底させることにより営業リ
スクを管理し、その軽減を図るものとする。また、当社は新規事業及び投融資案件の審査機関と
して、投資等審査委員会を設置し、阪和興業グループの投資リスクを審査し、審査結果を当該案
件の決裁者に報告する。

ロ．当社はコンプライアンス、環境、災害、情報セキュリティ及び貿易管理等について、総務部、情
報システム部、品質安全環境管理部、法務部及び審査部等が連携し、社内規程・マニュアル等に
基づき各担当部署がそのリスクを管理する。また、コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理
委員会等の各種委員会が諮問機関となり各担当部署への指導・啓蒙を行い、必要に応じて社外弁
護士等からのアドバイスを受ける。

ハ．当社の人事部、法務部、審査部、監査部、品質安全環境管理部及び経営企画部等は関係部署と連
携して阪和興業グループのリスク管理の周知徹底を図るため、必要な教育・啓蒙を行う。

二．阪和興業グループのリスク管理の実効状況を検証するため、監査部は当社の国内外拠点、国内外
拠点、国内外グループ会社等に対し予め定めた監査計画に基づきモニタリングを行い、適宜経営
会議、社長及び取締役会に内部監査報告を行う。

ホ．当社は会社情報の開示に関して、ディスクロージャー規程を定めるとともに、ディスクロージャ
ー委員会が開示情報の重要性・妥当性の判断を行うことにより公正かつ適時・適切な情報開示を
進める。
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へ．当社はグループ会社管理規程、グループ会社財務管理規程及び国内グループ会社会計処理統一規
則に基づき、当社のグループ会社について適切な権限管理体制や報告体制を構築することで、当
社の子会社に係るリスクを適正に管理する。

ト．当社は各部門及びグループ会社ごとに、業務手順に内在するリスクの洗い出しや各リスクに対す
る対応策の整理等を行い、監査部が業務リスクを適正にコントロールするための活動（HKQC活
動＝Hanwa Knowledge Quality Control）をモニタリングする。

④阪和興業グループの取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．当社は取締役会を原則月１回開催し、阪和興業グループにとっての重要な経営の立案及び業務執
行の監督を行う。また、経営会議を原則月２回開催し、経営に関する重要事項を協議・決定す
る。さらに取締役は、取締役会付議基準に則り阪和興業グループの経営判断に係る重要な事項を
取締役会に議案として上程する。

ロ．当社は当社の子会社にその業務執行状況の報告を毎月させるとともに、東京本社、大阪本社、名
古屋支社の各店で原則月１回開催する各営業部門の月次報告会において、国内子会社の一部も含
めて報告を受け、阪和興業グループの営業の方向性、効率性及び内在するリスクの有無等を検証
する。

ハ．当社は中長期的な経営戦略を実現するために中期経営計画や年次経営計画を策定し、その進捗状
況を検証するため、各業務部門及び子会社を対象とした定期的な目標会議の運営等を通じて、業
務の評価及び業務の遂行状況のチェック等（計画の見直しや計画達成のための方法の変更等を含
む。）を行い、職務執行の効率性の向上を図る。

二．当社は社長を委員長とし、助言役としての社外取締役及び社外監査役を含む委員にて構成される
役員評価委員会を年２回以上開催し、社長を除く各執行役員の業務執行に係る重要事項の表明及
び役員相互評価を行い、各執行役員の総合評価を行う。その結果に基づき、過半数の委員が社外
取締役及び社外監査役で構成される役員報酬委員会にて取締役の報酬を含む役員報酬案を、役員
指名委員会にて取締役の委嘱を含む役員人事案を、それぞれ決定して取締役会に答申する。

⑤阪和興業グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ．当社はグループ会社管理規程に基づき、当社と当社の子会社が相互に連携し円滑な経営を遂行す
ることで、総合的な事業の発展を図る。

ロ．当社の管掌部門もしくは管掌役員は国内及び海外の子会社の業務状況を把握し、関係部署はその
適切な業務執行をサポートするとともに、業務の包括的な管理を行う。

ハ．当社は常勤監査役、子会社監査役、監査部及び経営企画部の関係者等より構成されるグループ会
社監査役連絡会議を適時開催し、当社及び子会社の監査等に関する情報交換を行い、その共有化
を図る。

⑥当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項、当該使用人の独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は監査役の職務を補助すべき使用人として若干名の使用人を置く。当該使用人は監査役からの
要請に応じて調査・報告等を行い、常に監査役との提携を図る。また、当該使用人が監査役より指
示・命令を受けた事項については、取締役等からの指揮命令を受けない。
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⑦阪和興業グループの取締役、執行役員、使用人及び子会社監査役が当社監査役に報告するための体制
その他当社監査役への報告に関する体制
イ．阪和興業グループの取締役、執行役員、使用人及び子会社監査役は法定の事項に加え、重大なリ
スクの発生及び法令・定款違反について当社の監査役に報告する。また、コンプライアンス委員
会委員長はコンプライアンスに関する相談窓口への相談の概要等コンプライアンス上の重要な事
項について当社の監査役に報告する。
取締役は、取締役会、経営会議その他重要な会議において、業務執行の状況及び重要な意思決定
について監査役に報告する。

ロ．当社の監査役が報告を求めた事項については、阪和興業グループの取締役、執行役員、使用人及
び子会社監査役等は迅速かつ的確に対応する。

ハ．監査部は予め定めた監査計画に基づき実行した内部監査の状況を適宜監査役に報告するととも
に、必要な場合には監査役の求めに応じて、追加の調査・報告を行う。

二．当社は阪和興業グループの取締役、執行役員、使用人及び子会社監査役が前3号に掲げる報告及
び対応を行ったことを理由として、当該報告者及び対応者に対して不利益な取扱いを行うことを
禁止する。

⑧当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．当社の監査役は取締役、執行役員及び使用人と適宜意見交換を行い、必要に応じて取締役会に対
し意見表明を行う。また、会計監査人から会計監査に関する説明を受けるとともに意見交換を行
うなど連携を図る。

ロ．当社は監査役が取締役会その他重要な会議への出席、重要書類の閲覧、主要部門及び当社の子会
社の調査等を行い得る体制を整備する。

ハ．当社は監査役が職務執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をした場合は、当該監
査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の前払いまたは償還等
の処理をする。

⑨財務報告の信頼性を確保するための体制（財務報告に係る内部統制システムについて）
イ．阪和興業グループは財務報告に係る内部統制基本方針書に基づき、財務報告に係る内部統制の評
価及び報告を適切に実行し、内部統制報告制度の効率的、実効的な運用を図る。

ロ．阪和興業グループの財務報告に係る内部統制の構築及び運用は経営会議がこれを統轄する。経営
会議の直轄組織として設置する監査部は、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の検証・評
価を行い、その結果を経営会議に報告する。これを踏まえ、経営会議は必要に応じて是正を行
う。

ハ．内部統制委員会は経営会議より委託を受けた阪和興業グループの内部統制の課題を検討し、その
結果を経営会議に報告する。また、監査部が実施する阪和興業グループの財務報告に係る内部統
制システムの有効性評価の検証について助言・支援を行うとともに、内部統制報告書について経
営会議に対して意見を述べる。
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また、当期における業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の運用状況の概要は以下
のとおりです。

＜業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の運用状況の概要＞

①コンプライアンスに関する取組みについて
当社は、2003年4月に企業倫理理念、企業倫理規範及び企業倫理行動基準を定め、さらに2006年
4月にはコンプライアンス・マニュアルを作成し、原則として阪和興業グループの全役職員に対し
て、いつでも閲覧可能な状態に供し、内容の周知徹底を図るなどコンプライアンス体制の整備に注力
してきました。当期においても、グループ会社を含めたコンプライアンス体制の構築を目指し、海外
子会社等も含めた阪和興業グループの全役職員にコンプライアンス・マニュアルの周知徹底を図るな
ど、引き続きコンプライアンス体制の拡充に努めました。また、当社は2019年4月にコンプライア
ンス・マニュアルを第5版に改定しております。

②リスク管理への取組みについて
当社は、新規事業・投融資案件、環境、災害、情報セキュリティ及び貿易安全保障上等のリスクに
ついてはそれぞれに対応部署を定めて管理するとともに、諮問機関として各種委員会を設け、その対
応をサポートする体制を取っております。また、2020年6月に安全衛生管理規程（建設・製造業等）
を制定し、当社の建設・製造事業等における労働災害の防止と、コンプライアンスの徹底及びそれに
関わる当社のリスク回避に努めています。さらに2021年4月には、当社が提供する製品・サービス
における「品質管理」に焦点を絞り、品質リスクの回避及び品質管理レベルの継続的向上を目的とし
て品質管理規程を制定しました。
人事考課制度において、部署単位でHKQC組織目標を設定し、所属部員は当該組織目標をブレイク
ダウンする形でHKQC個人目標を設定しています。年度末には、部署単位で全員参加のHKQC推進会
議を開催しています。
また、大規模災害や感染症の発生に備え策定したBCP（Business Continuity Plan）について、
適宜見直しを行っております。

③グループ管理への取組みについて
当社は、グループ会社管理規程、グループ会社財務管理規程及び国内グループ会社会計処理統一規
則を策定し、当社グループ会社における適正な権限管理体制や報告体制を構築するとともに、経営企
画部にグループ支援課を設置し、効率的、実効的なグループ管理体制の整備を進めております。ま
た、当社は、当社監査役と当社グループ会社の監査役が情報共有できる場として、グループ会社監査
役連絡会議を設けており、当期において当該会議を1回開催しました。

④取締役の職務執行について
当社は、取締役会規則等に基づき取締役会を原則月1回、経営会議を原則月2回開催することとし
ており、取締役会では法令や定款等に定められた事項や執行役員も含めた経営会議での協議を経た経
営に関する重要事項を決定しております。当期において取締役会を17回、経営会議を24回開催して
おります。また、取締役会は、各取締役から阪和興業グループにおける業務執行等に関する報告を受
け、取締役の職務執行の監督を行っております。
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⑤監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制等について
阪和興業グループの取締役、執行役員及び使用人並びに子会社監査役は法定の事項に加え、重大な
リスクの発生及び法令・定款違反が起こった場合には、その事象を当社の監査役に適時報告する体制
を取っております。
コンプライアンス委員会委員長はコンプライアンスに関する相談窓口への相談の概要等コンプライ
アンス上の重要な事項について当社の監査役への報告体制を確保しております。
取締役は、取締役会、経営会議その他重要な会議において、業務執行の状況及び重要な意思決定に
ついて監査役に報告しております。
監査部は、予め定めた監査計画に基づき実行した内部監査の状況を適宜監査役に報告しています。
代表取締役及び各部門を統轄する取締役は、個別に監査役及び社外取締役と面談し、様々な事項に
ついて情報交換を行っております。また、定期的に監査役と社外取締役が直接情報交換や意見交換を
行う場を設けており、当期において取締役会の運営方法や意思決定の状況及び懸案事項等について意
見交換を行いました。
なお、当社は監査役による独自の調査等その職務の遂行を補助すべき使用人2名（兼任）を選任し
ており、監査役の職務執行をサポートする体制を確保しております。
当期においても、引き続き上記の体制を維持し、監査役監査の実効性を確保しました。
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連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社数 58社
主要な連結子会社の名称 HANWA SINGAPORE (PRIVATE) LTD.

HANWA STEEL SERVICE MEXICANA, S.A.DE C.V.
HANWA AMERICAN CORP.

なお、阪和ダイサン㈱については、新規設立のため、㈱出雲テック及びHANWA
METALS (THAILAND) CO., LTD.については、連結計算書類に与える影響が重要になった
ため、田中鉄鋼販売㈱については、新たに株式を取得したため、当連結会計年度から連結の
範囲に含めております。

（2）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称 MS日吉鋼材㈱

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、その総資産額、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等の観点から、いずれも小規模であり、かつ、全体としても連結計算書
類に重要な影響を与えないと認められるので、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社数及び持分法を適用した非連結子会社の名称

持分法を適用した非連結子会社数 15社
持分法を適用した主要な非連結子会社の名称 HANWA (KOREA) CO., LTD.

広州阪和貿易有限公司

（2）持分法を適用した関連会社数及び持分法を適用した関連会社の名称
持分法を適用した関連会社数 15社
持分法を適用した主要な関連会社の名称 SAMANCOR CHROME HOLDINGS PROPRIETARY LTD.

SMC TRADING INVESTMENT JSC.

な お、 東 谷 石 油 ㈱、HANWA MIDDLE EAST FZE、HANWA TURKEY ITHALAT
IHRACAT VE TICARET LTD. SIRKETI 及び HANWA MIDDLE EAST STEEL TRADING
L.L.C.については、連結計算書類に与える影響が重要になったため、近江テクノメタル㈱に
ついては、実質的支配力基準の見直しにより、当連結会計年度から持分法適用の範囲に含め
ております。
NIPPON EGALV STEEL SDN. BHD.については、清算結了したため、当連結会計年度
に持分法適用の範囲から除外しております。

（3）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称等
非連結子会社（SAN DIEGO VISTA STEEL SERVICE CORP.他）及び関連会社（三沢
興産㈱他）は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）
等の観点から、いずれも小規模であり、かつ、全体としても連結計算書類に重要な影響を与
えないと認められるので、持分法は適用しておりません。

― 6 ―



３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

連結子会社名 決算日
HANWA AMERICAN CORP. 2月末日
阪和(香港)有限公司 2月末日
台湾阪和興業股份有限公司 2月末日
HANWA SINGAPORE (PRIVATE) LTD. 2月末日
PT. HANWA INDONESIA 2月末日
HANWA CANADA CORP. 12月末日
SEATTLE SHRIMP & SEAFOOD COMPANY, INC. 12月末日
阪和(上海)管理有限公司 12月末日
HANWA THAILAND CO., LTD. 12月末日
長富不銹鋼中心(蘇州)有限公司 12月末日
阪和鋼板加工(東莞)有限公司 12月末日
HANWA STEEL SERVICE (THAILAND) CO., LTD. 12月末日
PT. HANWA STEEL SERVICE INDONESIA 12月末日
日鴻不銹鋼(上海)有限公司 12月末日
HANWA STEEL SERVICE MEXICANA, S.A. DE C.V. 12月末日
HANWA STEEL CENTRE (M) SDN. BHD. 12月末日
PT. HANWA ROYAL METALS 12月末日
HANWA VIETNAM CO., LTD. 12月末日
HANWA SMC STEEL SERVICE HA NOI CO., LTD. 12月末日
HANWA REINSURANCE CORP. 12月末日
HANWA METALS (THAILAND) CO., LTD. 12月末日
田中鉄鋼販売㈱ 12月末日

連結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の計算書類を使用しておりますが、連結決算
日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
満期保有目的の債券
評価基準 … 償却原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
評価基準 … 時価基準
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
評価基準 … 原価基準
評価方法 … 移動平均法

② デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務
評価基準 … 時価基準

③ 棚卸資産
評価基準 … 原価基準
（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
評価方法 … 主として移動平均法又は個別法
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く。）
主として定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法

③ リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

定額法

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

② 賞与引当金
従業員賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 製品保証引当金
販売済製品に係る一定期間の無償補修費の支出に備えるため、過去の実績率に基づき計上し
ております。また、一部の子会社で個別に発生額を見積もることができる費用については、
その見積額を計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
当社グループは、鉄鋼を中心にプライマリーメタル、リサイクルメタル、食品、エネルギー・
生活資材、木材及び機械等各種商品を主として、さらに鋼材加工、リサイクル金属加工等を通
じた商品の販売により収益を得ております。
当該販売については、顧客に引き渡された時点又は検収時点で収益を認識しております。ただ
し、当該国内の販売のうち、出荷時から支配移転時までの間が通常の期間である取引について
は、出荷時点で収益を認識しております。
また、鉄鋼事業のうち、建設工事等の一部取引については、請負工事契約により収益を得てお
ります。
当該請負工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務
の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
進捗度の測定は、顧客と取り交わした進捗状況に関する確認書類に基づくアウトプット法、又
は報告期間末日までに発生した工事原価が予想される工事原価の合計に占める割合に基づくイ
ンプット法により行っております。

取引価格は顧客との契約に従っており、重要な変動対価を含む契約はありません。
また、約束された対価は履行義務の充足時点から概ね６ヶ月以内で支払いを受けており、対価
の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
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履行義務の識別に際し、当社グループが当事者として取引を行っているか、代理人として取引
を行っているかの判定にあたっては、顧客に対する商品又はサービスの提供についての主たる
責任の有無、在庫リスクの負担の有無、販売価格設定における裁量権の有無等を考慮しており
ます。
また、当社グループが代理人として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額
から売上原価を控除した純額で収益を表示しております。

（5）退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務か
ら年金資産の額を控除した額を固定負債の「退職給付に係る負債」（ただし、年金資産の額が
退職給付債務を超える場合には投資その他の資産の「その他（退職給付に係る資産）」）として
計上しております。
過去勤務費用については、主にその発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数による定額法により按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、主に各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用
処理することとしております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部
におけるその他の包括利益累計額の「退職給付に係る調整累計額」に計上しております。

（6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為
替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

（7）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理によってお
ります。なお、一部の在外連結子会社については、国際会計基準による時価ヘッジ処理によ
っております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりでありま
す。
a. ヘッジ手段 … 金利スワップ取引
ヘッジ対象 … 借入金

b. ヘッジ手段 … 商品先渡取引
ヘッジ対象 … ニッケル等の輸入による棚卸資産及び予定取引

c. ヘッジ手段 … 通貨金利スワップ取引及び為替スワップ取引
ヘッジ対象 … 在外子会社の持分

③ ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対
象に係る商品価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジ
しております。

― 9 ―



④ ヘッジ有効性の評価方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロ
ー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価し
ております。ただし、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を
省略しております。

（8）のれんの償却方法及び償却期間
５年間の定額法により償却しております。

（表示方法の変更に関する注記）

連結貸借対照表
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「未収入金」（当連結会計年度24,116百万円）、

「長期差入保証金」（当連結会計年度5,104百万円）及び「商品先渡負債」（当連結会計年度868百万
円）については、金額が僅少となったため、当連結会計年度においては、「流動資産」の「その他」、
「投資その他の資産」の「その他」及び「流動負債」の「その他」にそれぞれ含めて表示しておりま
す。

連結損益計算書
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「支払手数料」（前連結

会計年度644百万円）については、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記して
おります。

（連結貸借対照表に関する注記）

１．棚卸資産の内訳
商品及び製品 215,662 百万円
仕掛品 2,612 百万円
原材料及び貯蔵品 35,689 百万円
計 253,964 百万円

２．担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）借入金の担保に供している資産

担保資産 土地 2,026 百万円
建物及び構築物 124 百万円
計 2,150 百万円

対応債務 短期借入金 207 百万円
長期借入金 54 百万円
計 262 百万円

（2）取引保証金として差入れている資産
現金及び預金 13 百万円
投資有価証券 7,317 百万円
計 7,330 百万円

（3）第三者の借入等に供している資産
投資有価証券 10,992 百万円
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３．有形固定資産の減価償却累計額 65,902 百万円

４．保証債務
連結会社以外の会社の銀行借入等に
対して保証を行っております。 2,550 百万円

５．受取手形（輸出手形含む）割引高、電子記録債権割引高及び受取手形裏書譲渡高
受取手形（輸出手形含む）割引高 15,724 百万円
電子記録債権割引高 169 百万円
受取手形裏書譲渡高 114 百万円

６．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、2002年３月31日
に事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再
評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額
金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第１号に定
める方法により算出しております。

再評価を行った年月日 2002年３月31日

７．「受取手形、売掛金及び契約資産」のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額、
並びに「流動負債」の「その他」のうち、契約負債の金額は、連結計算書類「（収益認識に関す
る注記）３．（1）契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数
普通株式 42,332,640 株

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
の金額 基準日 効力発生日

2022年６月24日
定時株主総会 普通株式 2,031百万円 50.00円 2022年３月31日 2022年６月27日

2022年11月10日
取締役会 普通株式 2,031百万円 50.00円 2022年９月30日 2022年12月２日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2023年６月23日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり決議する予定であります。

決議 株式の
種類 配当の原資 配当金

の総額
１株当たり
の金額 基準日 効力発生日

2023年６月23日
定時株主総会

普通
株式 利益剰余金 3,250百万円 80.00円 2023年３月31日 2023年６月26日
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（リース取引に関する注記）

オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内 508 百万円
1年超 7,819 百万円
計 8,328 百万円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項
当社グループは、営業取引及び投融資活動等に必要な資金を主に銀行借入、社債及びコマーシ
ャル・ペーパー発行により調達を行っております。一時的な余資は、安全性の高い金融商品で運
用しております。
受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権は、取引先の信用リスクを有しており、「与信
管理規程」に従い、管理を行っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に取引先を中心とした株式であり、定期的に時価や取引先企
業の財務状況等を把握し、適宜取締役会へ報告しております。
長期貸付金は、主に取引先に対するもので、信用リスクを有しており、「与信管理規程」に従
い、管理を行っております。
デリバティブ取引は、外貨建ての債権債務に係る為替変動リスクをヘッジすることを目的とし
た先物為替予約取引等（通貨スワップ取引を含む。）、借入金の一部について金利変動リスクをヘ
ッジすることを目的とした金利スワップ取引、商品相場の価格変動リスクをヘッジすることを目
的とした商品先渡及び商品スワップ取引、在外子会社持分への投資に係る為替の変動リスクをヘ
ッジすることを目的とした通貨金利スワップ取引及び為替スワップ取引であり、投機目的の取引
は行わない方針であります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額については、次のとおりであります。なお、市場価額のない株式等は、次表には含めておりま
せん。また、「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「電子記録債権」、「支払手形
及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「コマーシャル・ペーパー」、「1年内償還予定の
社債」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するも
のであることから、記載を省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額 時価 差額

（1）有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券 2,904 2,904 －
② 関連会社株式 4,516 1,743 △2,773
③ その他有価証券（株式） 53,398 53,398 －
④ その他有価証券（債券） 20 20 －

（2）長期貸付金 13,813
貸倒引当金（※1） △537

13,276 12,764 △511
資産計 74,115 70,830 △3,285

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

（1）社債 30,000 29,657 343
（2）長期借入金 224,843 223,806 1,036

負債計 254,843 253,463 1,379
デリバティブ取引（※2）
①ヘッジ会計が適用されていないもの （※3） △10,350 （※3） △10,350 －
②ヘッジ会計が適用されているもの 183 182 △0

デリバティブ取引計 △10,167 △10,167 △0
（※1）一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（※2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（※3）契約に基づき取引先等に評価損益が帰属するデリバティブ取引△213百万円が含まれております。
（※4）市場価額のない株式等（連結貸借対照表計上額38,768百万円）は、「（1）有価証券及び投資有価証
券」には含めておりません。
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３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定
した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い
て算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券（株式） 53,398 － － 53,398
その他有価証券（債券） － 20 － 20

資産計 53,398 20 － 53,418
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの △115 △10,235 － △10,350
ヘッジ会計が適用されているもの 441 △258 － 183

デリバティブ取引計 326 △10,493 － △10,167

（2）時価をもって連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券 － 2,904 － 2,904
関連会社株式 1,743 － － 1,743
長期貸付金 － 12,764 － 12,764

資産計 1,743 15,669 － 17,412
社債 － 29,657 － 29,657
長期借入金 － 223,806 － 223,806

負債計 － 253,463 － 253,463
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの － － － －
ヘッジ会計が適用されているもの － △0 － △0

デリバティブ取引計 － △0 － △0

（注） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券
上場株式の時価は、相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル１の時価に分類しております。
一方で、当社が保有している社債等の債券については、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシ
ュ・フローと国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値法により
算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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長期貸付金
長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な
指標に信用スプレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分
類しております。
また、貸倒懸念債権の時価は、同様の割引率による見積キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担
保及び保証による回収見込額等を基に割引現在価値法により算定しており、時価に対して観察できないイ
ンプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に分類しており
ます。

社債
当社の発行する社債の時価は、日本証券業協会が提示する価格を使用しており、レベル２の時価に分類
しております。

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率を基に、割
引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
通貨関連デリバティブ
為替予約取引、通貨スワップ取引及び為替スワップ取引の時価は、期末日の先物為替相場に基づき算
出しております。
金利関連デリバティブ
金利スワップの時価は、将来キャッシュ・フローを満期日までの期間及び信用リスクを加味した利率
で割り引いた現在価値により算定しております。
商品関連デリバティブ
商品先渡取引及び商品スワップ取引の時価は、一般に公表されている期末指標価格に基づき算定され
た取引所会員等から提示された価格を使用しております。
デリバティブ取引については、レベル１の時価に分類される商品先物取引を除き、レベル２の時価に
分類しております。

（収益認識に関する注記）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：百万円）

報告セグメント
その他 合計

鉄鋼事業 プライマリー
メタル事業

リサイクル
メタル事業 食品事業 エネルギ―・

生活資材事業
海外販売
子会社 計

日本 960,394 172,494 111,785 94,025 263,528 2,060 1,604,288 139,639 1,743,928

アジア 157,259 77,640 30,588 8,033 77,036 348,224 698,783 1,724 700,507

その他 115,031 17,254 2,032 25,334 8,651 54,692 222,995 796 223,792
顧客との契約
から生じる収益 1,232,686 267,389 144,406 127,392 349,216 404,976 2,526,068 142,160 2,668,228

（注）1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業及び機械事業を含んで
おります。
（注）2．グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。
（注）3．外部顧客への売上高は、そのほとんどが顧客との契約から認識した収益であるため、その他の源泉から認
識した収益については、顧客との契約から生じた収益に含めております。
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２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
に関する注記等）４．会計方針に関する事項（4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで
す。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに
当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる
収益の金額及び時期に関する情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、主として一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、収益を認識
したが、未請求の作業に係る対価に関連するものであります。
契約負債は、主としてサービスの提供時に収益を認識する契約について、顧客から受け取っ
た前受対価に関連するものであります。
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の金額は次のとおりであります。

顧客との契約から生じた債権 501,863 百万円
契約資産 2,687 百万円
契約負債（その他流動負債） 16,702 百万円

なお、当連結会計年度に認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額
は12,530百万円であります。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足（又は部分的
に充足）した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
期末日時点で充足されていない履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込ま
れる時期は、以下のとおりであります。

1年内 40,313 百万円
1年超～3年以内 43,833 百万円
3年超～5年以内 32,964 百万円
5年超～10年以内 70,251 百万円
10年超 63,720 百万円
計 251,082 百万円

当該金額は、主に鉄鋼事業及びエネルギー・生活資材事業における商品販売契約、及び鉄鋼
事業における請負契約に係るものであり、一時点で充足される履行義務については顧客の納品、
出荷、又は検収等に応じて、一定の期間にわたり充足される履行義務については進捗に応じて
収益認識する予定です。
なお、実務上の便法の使用を選択し、当初の予想期間が１年以内の契約について、期末日時
点で充足されていない履行義務に配分した取引価格は、上記金額に含まれていません。また、
上記取引金額には、重要な変動対価の金額の見積りは含まれていません。
上記以外の契約の中には、プライマリーメタル事業・リサイクルメタル事業において、取引
価格が販売時点の市況価格に基づく長期の販売契約もありますが、当連結会計年度末時点で見
積もる金額に対して将来に重要な戻し入れが生じる可能性があるため記載していません。
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（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 7,459円39銭
２．１株当たり当期純利益 1,267円44銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

会計処理基準に関する事項
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
満期保有目的の債券
評価基準…償却原価法
子会社株式及び関連会社株式
評価基準…原価基準
評価方法…移動平均法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
評価基準…時価基準
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
評価基準…原価基準
評価方法…移動平均法

② デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務
評価基準…時価基準

③ 棚卸資産
評価基準…原価基準
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
評価方法…移動平均法又は個別法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く。）
主として定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定
額法

③ リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
定額法

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 製品保証引当金
販売済製品に係る一定期間の無償補修費の支出に備えるため、過去の実績率に基づき計上して
おります。
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④ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（14年）による定額法により按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（14年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費
用処理することとしております。
なお、年金資産が退職給付債務から未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を控除
した金額を超過しているため、当該超過額は、「前払年金費用」として固定資産に計上してお
ります。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけ
るこれらの会計処理の方法と異なっております。

（4）収益及び費用の計上基準
当社は、鉄鋼を中心にプライマリーメタル、リサイクルメタル、食品、エネルギー・生活資
材、木材及び機械等各種商品を主として、さらに鋼材加工、リサイクル金属加工等を通じた商
品の販売により収益を得ております。
当該販売については、顧客に引き渡された時点又は検収時点で収益を認識しております。ただ
し、当該国内の販売のうち、出荷時から支配移転時までの間が通常の期間である取引について
は、出荷時点で収益を認識しております。
また、鉄鋼事業のうち、建設工事等の一部取引については、請負工事契約により収益を得てお
ります。
当該請負工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務
の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
進捗度の測定は、顧客と取り交わした進捗状況に関する確認書類に基づくアウトプット法、又
は報告期間末日までに発生した工事原価が予想される工事原価の合計に占める割合に基づくイ
ンプット法により行っております。

取引価格は顧客との契約に従っており、重要な変動対価を含む契約はありません。
また、約束された対価は履行義務の充足時点から概ね６ヶ月以内で支払いを受けており、対価
の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

履行義務の識別に際し、当社が当事者として取引を行っているか、代理人として取引を行って
いるかの判定にあたっては、顧客に対する商品又はサービスの提供についての主たる責任の有
無、在庫リスクの負担の有無、販売価格設定における裁量権の有無等を考慮しております。
また、当社が代理人として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額から売上
原価を控除した純額で収益を表示しております。
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（5）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。

（6）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理によっており
ます。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ａ．ヘッジ手段 … 金利スワップ取引
ヘッジ対象 … 借入金

ｂ．ヘッジ手段 … 商品先渡取引
ヘッジ対象 … ニッケル等の輸入による棚卸資産及び予定取引

ｃ．ヘッジ手段 … 通貨金利スワップ取引及び為替スワップ取引
ヘッジ対象 … 在外子会社の持分

③ ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象
に係る商品価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジして
おります。

④ ヘッジ有効性の評価方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー
変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価してお
ります。ただし、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略し
ております。

（表示方法の変更に関する注記）

貸借対照表
前事業年度において、区分掲記しておりました「未収入金」（当事業年度24,649百万円）、「長期差

入保証金」（当事業年度3,105百万円）、「商品先渡負債」（当事業年度707百万円）については、金額
が僅少となったため、当事業年度においては、「流動資産」の「その他」、「投資その他の資産」の
「その他」及び「流動負債」の「その他」にそれぞれ含めて表示しております。

損益計算書
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「支払手数料」（前事業年度

640百万円）については、重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しております。
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（貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産
（1）取引保証金として差入れている資産 投資有価証券 6,822 百万円
（2）第三者の借入等に供している資産 投資有価証券 3,592 百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 15,526 百万円

３．保証債務
関係会社の銀行借入等に対し保証を行っております。 33,358 百万円

４．受取手形（輸出手形含む）割引高 15,591 百万円

５．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 73,538 百万円
長期金銭債権 － 百万円
短期金銭債務 29,700 百万円
長期金銭債務 － 百万円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高
売上高 223,972 百万円
仕入高 121,585 百万円
その他の営業取引高 1,541 百万円
営業取引以外の取引高 3,810 百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 1,695,653 株
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（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
関係会社株式及び関係会社出資金評価損否認額 13,379 百万円
連結子会社との合併に伴う将来減算一時差異 2,731
土地買戻損失否認額 1,293
減損損失否認額 901
賞与引当金 893
未払事業税 705
投資有価証券及び出資金評価損否認額 624
その他 3,661
繰延税金資産小計 24,192
評価性引当額 △20,015
繰延税金資産合計 4,176

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 10,264 百万円
土地再評価差額金 871
前払年金費用 296
その他 1,209
繰延税金負債合計 12,642
繰延税金負債の純額 8,465

２．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度

を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）
に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開
示を行っております。
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（関連当事者との取引に関する注記）
関連会社等 （単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
HANWA STEEL
SERVICE MEXICANA
S.A. DE C.V.

所有
直接 100.0%
間接 0.0%

北米地域における商品の
仕入及び販売
資金の貸付
役員の兼任

商品の販売
（注1） 12,450 売掛金 12,999

子会社
HANWA
SINGAPORE
(PRIVATE) LTD.

所有
直接 100.0%

アジア地域における商品の
仕入及び販売
資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
（注2,注3） △4,526 関係会社短期貸付金 14,688

子会社 HANWA AMERICAN
CORP.

所有
直接 100.0%

北米地域における商品の
仕入及び販売
資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
(注2,注3) △16,789

関係会社
短期貸付金 2,670

（注）1．「取引金額」には消費税等が含まれておらず、「期末残高」には消費税等が含まれております。
商品の販売は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

2．資金の貸付は、市場金利等を勘案して利率を決定しております。
3．「取引金額」には、当事業年度の純増加額(△は純減少額)を記載しております。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 5,999円65銭
２．１株当たり当期純利益 1,023円86銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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